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利根町告示第７１号 

 

 令和６年第１回利根町議会臨時会を次のとおり招集する。 

 

  令和６年７月１１日 

 

利根町長  佐々木 喜 章 

 

 

１．招 集 の 日  令和６年７月１７日 

 

２．招集の場所  利根町議会議場 

 

３．付 議 事 件 

（１）議案第45号 令和６年度利根町一般会計補正予算（第４号） 

（２）議案第46号 工事請負契約の締結について 
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令和６年第１回利根町議会臨時会会期日程 

 

日次 月日 曜日 会議 内       容 開議時間 

１ ７．17 水 本 会 議 

開会 

提出議案（説明・質疑・討論・採

決） 

議案第45号 

議案第46号 

閉会 

午前10時 
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令和６年第１回 

利根町議会臨時会会議録 

 

令和６年７月１７日 午前１０時開会 

 

１．出席議員 

１番  山 﨑 敬 子 君  ７番  船 川 京 子 君 

２番  本 谷   孝 君  １０番  山 﨑 誠一郎 君 

４番  峯 山 典 明 君  １１番  大 越 勇 一 君 

６番  新 井 邦 弘 君     

 

１．欠席議員 

３番  佐 藤 眞 一 君  ９番  五十嵐 辰 雄 君 

８番  井 原 正 光 君     

 

１．説明のため出席した者の氏名 

町 長  佐々木 喜 章 君 

教 育 長  海老澤   勤 君 

総 務 課 長  中 村 寛 之 君 

政 策 企 画 課 長  布 袋 哲 朗 君 

財 政 課 長  木 村 宜 孝 君 

防 災 危 機 管 理 課 長  亀 谷 英 一 君 

税 務 課 長 補 佐  若 泉 順 也 君 

住 民 課 長  大 津 聖 二 君 

福 祉 課 長  服 部   豊 君 

子 育 て 支 援 課 長  松 永 重 生 君 

保 健 福 祉 セ ン タ ー 所 長  勝 村   健 君 

生 活 環 境 課 長  雑 賀 正 幸 君 

保険年金課長兼国保診療所事務長  松 本 浩 睦 君 

農業政策課長兼農業委員会事務局長  飯 島   弘 君 

建 設 課 長  大 越 正 博 君 

ま ち 未 来 創 造 課 長  清 水 敬 子 君 

会 計 課 長  本 谷 幸 洋 君 

学 校 教 育 課 長  大 越 聖 之 君 

生 涯 学 習 課 長  古 山 栄 一 君 
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指 導 課 長  丹   晴 幸 君 

 

１．職務のため出席した者の氏名 

議 会 事 務 局 長  宮 本 正 裕 

書 記  弓 削 紀 之 

書 記  齋 藤 リ マ 

 

１．会議録署名議員 

７番  船 川 京 子 君 

１番  山 﨑 敬 子 君 

 

１．議事日程 

                                         

議 事 日 程 第 １ 号 

令和６年７月１７日（水曜日） 

午前１０時開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の件 

 日程第３ 議案第45号 令和６年度利根町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第４ 議案第46号 工事請負契約の締結について 

 

１．本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の件 

 日程第３ 議案第45号 

 日程第４ 議案第46号 

                                         

午前１０時００分開会 

○議長（大越勇一君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は７名です。３番佐藤眞一議員，８番井原正光議員及び９番五十嵐

辰雄議員から所用のため欠席という届出がありました。 

 定足数に達しておりますので，これより令和６年第１回利根町議会臨時会を開会いたし

ます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は，タブレットに掲載のとおりです。 
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 これより議事日程に入ります。 

                                         

○議長（大越勇一君） 日程第１，会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は，会議規則第125条の規定により， 

    ７番  船 川 京 子 議員 

    １番  山 﨑 敬 子 議員 

を指名いたします。 

                                         

○議長（大越勇一君） 日程第２，会期の件を議題とします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は，本日１日にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大越勇一君） 異議なしと認め，そのように決定しました。 

                                         

○議長（大越勇一君） 審議に入るに当たり，本臨時会に提出された議案の総括説明を求

めます。 

 佐々木喜章町長。 

〔町長佐々木喜章君登壇〕 

○町長（佐々木喜章君） 皆さんおはようございます。本日，ここに令和６年第１回利根

町議会臨時会を招集しましたところ，議員の皆様には御出席を賜り，誠にありがとうござ

います。 

 それでは，本日御提案いたしました議案の概要を申し上げます。 

 議案第45号は令和６年度利根町一般会計補正予算（第４号）についてで，歳入歳出それ

ぞれ２億2,239万2,000円を追加し，総額を76億1,569万8,000円とするものでございます。 

 議案第46号は工事請負契約の締結についてで，利根中学校屋内運動場長寿命化改良工事

の請負契約の締結についてで，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により提案するものでございます。 

 詳細につきましては担当課長から御説明いたしますので，お手元の議案書により御審議

の上，何とぞ適切なる御判断を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（大越勇一君） 説明が終わりました。 

 次の日程に入る前に，議員各位に申し上げます。 

 質疑は，議題となっている事件について疑義をただすために行うものです。よって，会

議規則第54条の規定により，議題外にわたる発言や議題の範囲を超える発言は行わないよ

う申し上げます。また，同条第３項に，質疑は自己の意見を述べることができないと規定

されておりますので，これらのルールを遵守するよう申し上げます。 
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 それでは議事日程に入ります。 

                                         

○議長（大越勇一君） 日程第３，議案第45号 令和６年度利根町一般会計補正予算（第

４号）を議題とし，補足説明を求めます。 

 木村財政課長。 

〔財政課長木村宜孝君登壇〕 

○財政課長（木村宜孝君） 議案第45号 令和６年度利根町一般会計補正予算（第４号）

につきまして補足して御説明申し上げます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 款１町税，項１町民税，目１個人町民税，現年課税分の所得割は6,073万8,000円の減額

となります。こちらは，令和６年度税制改正に伴う住民税の定額減税実施に伴うもので，

減税額は本人，控除対象配偶者，扶養人数の合計に１万円を乗じた金額となります。本人

の合計所得が1,805万円以下の方が対象で，６月14日時点のデータ抽出に基づき算出して

おります。該当者は6,845名で，定額減税額は，町県民税合わせて１億122万8,695円。こ

の60％が町民税分となります。 

 次に，款９地方特例交付金，項１地方特例交付金，目１地方特例交付金，減収補てん特

例交付金（定額減税）は4,073万8,000円の増額で，先ほどの個人町民税所得割の定額減税

による減収補塡分となります。減収分につきましては全額国費で補塡されることとなって

おりますが，当初予算におきまして2,000万円を先に計上しているため，合計6,073万

8,000円となります。当初予算編成時に，譲与税，交付税等につきましては国から示され

ております地方財政計画に基づき予算編成時に推計を出しておりますが，地方特例交付金

につきましては，前年度比伸び率約420％ということで，2,000万円を定額減税分として計

上したものでございます。本来であれば，これに併せて町民税を2,000万円減額して計上

すべき，または今回の町民税減額に併せて減収補てん特例交付金全額を計上すべきところ

でございますが，このような形の計上となってしまい，大変申し訳ございません。 

 次に，款14国庫支出金，項２国庫補助金，目２民生費国庫補助金でございますが，まず

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（令和６年度新たに非課税・均等割課税・こど

も加算）につきましては9,084万2,000円の増額で，内訳は，事務費分といたしまして224

万2,000円，事業費分として8,860万円となっております。こちらは，令和６年度に新たに

町民税非課税・均等割課税となった世帯の方への10万円の定額給付とその世帯に属する18

歳までの方へのこども加算１人当たり５万円の定額給付分となります。歳出でも御説明い

たしますが，対象世帯は非課税世帯が712世帯，均等割課税世帯が138世帯，こども加算対

象人数は72名となります。 

 次の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（調整給付）につきましては１億2,647
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万3,000円の増額で，内訳は，事務費分が341万3,000円，事業費分が１億2,306万円で，定

額減税対象の方で，住民税，町民税の所得割及び所得税から１人当たり４万円の定額減税

を引き切れない方に対する調整給付分となります。調整給付金の支給対象となる方は，見

込みで3,078名となります。後ほど歳出で詳しく御説明いたします。 

 続きまして，款15県支出金，項３県委託金，目３教育費県委託金，運動部活動地域連携

再構築事業委託金は404万5,000円の増額で，こちらは中学校部活動の地域移行に向けた実

証事業への委託金となります。委託金名称は運動部活動となっておりますが，この中には

文化系部活動も含まれております。中学校部活動につきましては令和７年度末までに地域

移行を進めることとなっておりますが，これまでの学校における部活動から地域クラブへ

の移行に伴い，検討委員会の委員謝金，指導者謝金，活動に伴う必要物品の購入費に充て

られるものでございます。この実証事業の採択につきましては，６月18日に県からの通知

を受領している関係上，今回の補正計上となりました。詳しい内容につきましては，歳出

にて御説明させていただきます。 

 款17寄附金，項１寄附金，目１一般寄附金は69万9,000円の増額で，こちらはキリンビ

ール株式会社において実施する市区町村における花火大会の運営等に対する寄附公募へ応

募した結果，利根町民納涼花火大会が寄附先として選定されたことに伴うものでございま

す。寄附金額はキリンビール株式会社において販売する対象商品の売上額等によって加算

されるということでございますが，当該補正予算におきましては寄附額を概算で70万円と

算定しておりますので，項目取りの1,000円を差し引き，69万9,000円を計上するものでご

ざいます。寄附金につきましては，令和６年10月及び令和７年１月の２回に分けて寄附さ

れることとなっております。寄附額が増える場合につきましては，別途補正にて対応させ

ていただく予定となっております。 

 なお，こちら一般寄附金につきましては，一般財源として取り扱われるため，花火大会

経費となる利根町観光協会補助金は，一般財源より70万円を予算措置いたします。 

 款18繰入金，項１基金繰入金，目１財政調整基金繰入金は2,033万3,000円の増額で，今

回の補正予算の財源調整分となります。 

 次に，８ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 款２総務費，項３戸籍住民登録費，目１戸籍住民登録費，戸籍事務費でございますが，

戸籍システム標準化作業業務委託で211万2,000円の増額となります。こちらは，戸籍シス

テムの標準化に向け，戸籍と附票のデータを調査し，修正が必要な項目を洗い出す作業の

経費となります。国から地方公共団体情報システム機構を通しての補助事業となりますが，

財源につきましては，当初予算の雑入，デジタル基盤改革支援補助金（システム標準化・

共通化事業）分として計上されております。こちらにつきましても，歳入歳出における充

当財源の関係上，本来であれば当補正予算に併せまして歳入のほうも計上すべきところで
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ございますが，当初予算編成時に当該事業の実施が不透明であったことから，予算計上を

見送ることにいたしました。そのときに歳出のみを削除し，歳入部分につきましては誤っ

てそのまま計上となってしまったもので，重ねておわび申し上げます。補正予算書の財源

内訳は，全額一般財源となっておりますが，実際には当初予算時に特定財源として戸籍事

務費に充当されております。補助率は10分の10となっております。 

 款３民生費，項１社会福祉費，目１社会福祉総務費，物価高騰重点支援給付事業（令和

６年度新たに非課税・均等割課税・こども加算）は9,084万2,000円の増額となります。 

 需用費は必要消耗品，封筒印刷代，役務費につきましては通知発送・返送に伴う郵送料，

給付金振込に伴う振込手数料となっております。 

 委託料は給付金支給に伴う電算業務委託で，非課税・均等割課税処理分が33万円，こど

も加算処理分が16万5,000円となっております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 給付金事務に係る事務員派遣業務委託で108万7,000円の増額。８月から10月の期間で１

日７時間45分，50日分で計上しております。 

 使用料及び賃借料は，給付事務に関わるシステムの機器賃貸借で29万5,000円となって

おります。 

 負・補・交，補助金は8,860万円の増額で，内訳でございますが，歳入でも少し触れま

したが，物価高騰対応重点支援給付金の非課税世帯分として１世帯当たり10万円，対象世

帯は712世帯で7,120万円。均等割課税世帯分として１世帯当たり10万円，対象世帯は138

世帯で1,380万円。当該世帯におきまして，18歳までのお子様がいる場合につきましては

１人当たり５万円の加算となり，非課税世帯で45名，均等割課税世帯で27名，計72名分で

360万円を計上してございます。事業に関わる経費の財源は，全て国庫支出金となります。 

 続きまして，物価高騰重点支援給付事業（調整給付）につきましては１億2,647万3,000

円の増額でございます。会計年度任用職員報酬として46万5,000円，こちらは８月７日よ

り11月15日までの間で40日間，１日５時間30分勤務で，２名分の事務員報酬となります。 

 次に，10ページをお願いいたします。 

 職員手当は，事務処理に関わる職員の時間外勤務手当39万6,000円となります。 

 旅費につきましては，先ほどの会計年度任用職員に関わる通勤費１万3,000円となりま

す。 

 需用費は必要消耗品の購入，役務費は通知の郵送料，調整給付金の振込手数料となりま

す。 

 委託料は調整給付金事務に関わる電算業務委託で，運用サポート及び支給確認書等作成

処理費で121万4,000円となります。 

 負・補・交，補助金は，物価高騰対応重点支援給付金（調整給付）で１億2,306万円の

増額となります。歳入でも少し触れましたが，令和６年度税制改正に伴う定額減税におい
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て，住民税及び所得税から減税分を引き切れない方への差額分の調整給付となります。住

民税分は，対象者698名，減税不足額は728万1,300円。所得税分は，対象者が3,069名，減

税不足額１億146万2,170円。合計１億874万3,470円となります。調整給付金支給に当たり

ましては，住民税不足額と所得税不足額を合算し，１万円未満の金額につきましては切り

上げて支給を行うため，調整給付金の支給額は１億2,306万円となります。合算後の対象

見込み者数でございますが，こちら3,078名，うち９名は住民税分のみ該当となります。 

 なお，算定に当たりましては，デジタル庁の算定ツールによりまして，令和６年６月14

日付のデータにより行っております。こちらも，財源は全額国庫支出金となります。 

 10ページから11ページになりますが，款６商工費，項１商工費，目３観光費，町制施行

70周年記念事業は，負・補・交，補助金，利根町観光協会補助金で70万円の増額です。先

ほど歳入で御説明いたしました，キリンビール株式会社による市区町村における花火大会

の運営等に対する寄附公募におきまして，寄附先に選定されたことによるものでございま

す。観光協会補助金を通しまして，利根町民納涼花火大会の開催経費に充てさせていただ

きます。 

 款９教育費，項５保健体育費，目１保健体育総務費，地域クラブ活動推進事業は226万

5,000円の増額となります。こちらは，中学校部活動の地域移行に向けた事業となります。

当初予算におきまして一般財源で188万6,000円を計上しておりましたが，このたび県の実

証事業の委託先に選定されたことに伴い，内容を拡充いたしまして事業を実施するもので

ございます。 

 報償費につきましては地域移行に向けた検討委員会６名分の委員謝金で，当該委員会に

つきましては現在まで２回開催しておりますが，委員の皆様より会議回数を増やしてほし

いという要望がございまして，当初３回の会議予定でございましたが，今回２回分の委員

謝金を増額いたしまして，計５回開催するものでございます。 

 指導者謝金につきましては，二つのクラブの指導者を新たにお願いすることに伴いまし

て，１回３時間で18回分，２名分で16万2,000円の計上となります。 

 需用費，消耗品費といたしまして205万円の増額で，こちらは地域クラブの活動に向け，

運動・文化系合わせて10クラブ分の活動に必要な物品の購入費用となります。 

 地域クラブ推進事業につきましては，当初予算計上額188万6,000円，今回補正額226万

5,000円，合計415万1,000円となりますが，財源につきましては先ほど歳入で御説明のと

おり，県委託金404万5,000円を特定財源として充当いたします。こちらの事業，基本的に

は10分の10，県委託金の事業ではございますが，県より事業の一部において町負担でとい

う指導がございましたため，残りの10万6,000円につきましては一般財源で手当てをいた

します。 

 以上，議案第45号 令和６年度利根町一般会計補正予算（第４号）につきまして補足し

て御説明申し上げました。 
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○議長（大越勇一君） 説明が終わりました。 

 これから本案に対する質疑を行います。 

 ４番峯山典明議員。 

○４番（峯山典明君） ４番峯山典明です。歳入と歳出，両方質疑させていただきます。 

 まず，歳入から質疑いたします。 

 一つ目の款１町税，項１町民税についてですが，世間一般で言われる定額減税に関しま

して，こちらの事務手続上で何か困ったことがあれば，お答えください。 

 そして，款17寄附金，こちらはキリンビールの公募に対して採択されたということなの

ですけれども，これは初めての試みなのでしょうか。それとも，これまでも何回か応募さ

れていて，今回初めて採用されたのか伺います。 

 続きまして，歳出です。 

 歳出の款９教育費，地域クラブ活動推進事業，こちら指導者新たに２種目募集されてい

るということなのですけれども，その種目名をお答えください。 

 まずは，１回目の質疑を終わらせていただきます。 

○議長（大越勇一君） 峯山典明議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 若泉税務課長補佐。 

○税務課長補佐（若泉順也君） ただいまの御質疑に対して答弁申し上げます。 

 定額減税に係る事務に関して困ったことということでございますけれども，もちろん町

民の方から関心が多いということで，多数，お電話で問合せのほうはいただいております

けれども，特に事務上困ったことというものはございませんでした。 

 以上でございます。 

○議長（大越勇一君） 清水まち未来創造課長。 

○まち未来創造課長（清水敬子君） 峯山議員の質疑にお答えいたします。 

 キリンビール株式会社の寄附活動でございますが，今回初めてとなります。 

○議長（大越勇一君） 古山生涯学習課長。 

○生涯学習課長（古山栄一君） 峯山議員の御質問でございますが，種目のほうでござい

ますが，バドミントンと吹奏楽でございます。 

 以上でございます。 

○議長（大越勇一君） 峯山議員。 

○４番（峯山典明君） では，２回目，質疑させていただきます。 

 先ほどの寄附金の件なのですけれども，これから売上げに比例して寄附金が増える可能

性があるということだったのですけれども，こちら上限額は決まっているのでしょうか。 

○議長（大越勇一君） 清水まち未来創造課長。 

○まち未来創造課長（清水敬子君） キリンビール株式会社で販売しておりますビールの

銘柄で，春風というビールを購入した場合に，350ミリリットルの缶，１缶につきまして
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0.5円，500ミリリットルの缶につきまして0.8円の寄附となります。全体で4,000万円が限

度となりまして，その4,000万円を均等割で，全国で47市町村に寄附が頂けるということ

になっております。大体4,000万円で，各市町村に割り振られる金額は約85万円ぐらいに

なります。 

○議長（大越勇一君） 峯山議員の質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 討論を打ち切ります。 

 これから，議案第45号 令和６年度利根町一般会計補正予算（第４号）を採決します。 

 採決は，採決システムにより行います。 

 原案を可決することについて，賛成の方は賛成のボタンを，反対の方は反対のボタンを

押してください。 

 それでは投票をお願いします。 

〔投票ボタンを押す〕 

○議長（大越勇一君） 投票を締め切ります。 

 賛成全員です。よって，議案第45号は原案のとおり可決されました。 

                                         

○議長（大越勇一君） 日程第４，議案第46号 工事請負契約の締結についてを議題とし，

補足説明を求めます。 

 大越学校教育課長。 

○学校教育課長（大越聖之君） 議案第46号 工事請負契約の締結について補足して御説

明申し上げます。 

 提案理由でございますが，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により提案するものでございます。 

 契約内容につきましては，１，工事名 ６中建工第１号 利根中学校屋内運動場長寿命

化改良工事 

 ２，工事場所 利根中学校 

 ３，契約方法 一般競争入札 

 ４，契約金額 ３億580万円。うち取引に係る消費税及び地方消費税の額2,780万円 

 ５，契約相手方 大昭・増川特定建設工事共同企業体。代表構成員，茨城県龍ケ崎市

1686番地，大昭建設株式会社代表取締役細谷武史。構成員，茨城県龍ケ崎市川原代町5847

番地の７，増川建設株式会社代表取締役増川 剛でございます。 

 なお，契約の詳細につきましては，参考資料といたしまして，建設工事請負契約書の写
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し，入札結果の写し，工事の概要，配置図を添付してございます。 

 次に，工事の概要でございますが，利根中学校屋内運動場は，昭和59年建築で築40年と

なっており，施設の老朽化に伴い，長寿命化改良工事を実施し，機能の向上を図るもので

ございます。 

 内容は，建築工事一式としまして，防水工事，屋根及びとい工事，塗装工事，内外装工

事，建具工事，コンクリート工事。電気設備工事一式としまして，照明器具設備工事，音

響設備工事，自動火災報知機設備工事，動力設備工事。機械設備工事一式としまして，換

気設備工事，衛生機器設備工事，給排水設備工事，空調設備工事でございます。 

 工期につきましては，議会の議決を得た日の翌日から令和７年３月31日まででございま

す。 

○議長（大越勇一君） 説明が終わりました。 

 これから本案に対する質疑を行います。 

 ４番峯山典明議員。 

○４番（峯山典明君） ４番峯山典明です。質疑させていただきます。 

 こちら長寿命化計画にのっとって工事されると思うのですけれども，これからまたこの

工事によって何年もつのでしょうか。 

 また，今現在，この改良工事の内容を見ると，耐震工事が含まれていないのですけれど

も，耐震等級は新等級の３ということでよろしいでしょうか。でも，昭和59年なので，ち

ょっと耐震等級が知りたいです。 

 そして，今回，長寿命化の改良工事ということですけれども，この間，中学生たちは体

育館を使っての授業や部活動などはどのようにされるのでしょうか。 

 最後の質疑として，長寿命化計画にのっとって長寿命化改良工事をするのは理解できる

のですが，新しい体育館を建て替えるということは検討されたのかどうか伺います。 

○議長（大越勇一君） 峯山典明議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 大越学校教育課長。 

○学校教育課長（大越聖之君） 今回の長寿命化改良工事を行うことによって今後何年間

使えるのかという質疑でございますが，文科省の資料によりますと，学校を改築する平均

年数は，少し前の資料になってしまいますが，平均約42年というふうになってございます。

それから何年かたっておりますので，四，五十年で改築というのが今までの平均的なこと

でありましたけれども，今回この長寿命化を行うことによりまして，またこれも文科省の

手引によりますと，学校施設の物理的な耐用年数は，適切な維持管理がなされ，コンクリ

ート及び鉄筋の強度が確保される場合には七，八十年程度とされているとなっております

ので，今回は構造躯体の健全性が確保されていることから，普通品質の上限値の築80年ま

で使用することを目標としております。 

 続きまして，耐震ということなのですけれども，昭和59年建築でございますので，昭和
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56年から新耐震になっていますので，耐震のほうは大丈夫ということになっております。 

 それと，工事中の部活や体育の授業で体育館は使えるかということですが，今回長寿命

化工事ということになりますので，イメージといたしましては，骨組み以外はほぼ解体し

て新たに造るという工事になりますので，その工事の間は使えないということになります。 

 改築は考えなかったのかということでございますが，今回この長寿命化工事を行うこと

によりまして，維持費が平準化されてコストのほうが大分下がるという計画になっており

ますので，長寿命化を行うということでございまして，長寿命化というのは先ほど言いま

したとおり，構造躯体以外をほぼ解体してほぼ新築のような状況に戻すような工事でござ

いますので，改築のほうは考えてございません。 

 以上です。 

○議長（大越勇一君） 峯山議員。 

○４番（峯山典明君） では，２回目の質疑をさせていただきます。 

 ということは，中学生は，ほとんど新しいといいますか，新築同様の内容の体育館で，

新たに部活動や体育の授業ができるようになるということでよろしいのでしょうか。 

 また，今回の工事をしている間の部活動と体育の授業がどのように行われるかというこ

とをもう一度具体的にお答えいただけますか。 

○議長（大越勇一君） 大越学校教育課長。 

○学校教育課長（大越聖之君） 工事の内容，そうしましたらもう少し詳しく御説明した

いと思います。 

 まず，建築工事のほうなのですけれども，外部工事といたしまして，屋根は断熱カバー

工法で行います。こちらは，断熱材を入れてガルバリウム鋼板で覆うというような工法に

なります。外壁は，ＡＬＣという，今，コンクリートパネルでできているのですけれども，

そちらはクラック，欠損分の補修を行い，目地シーリングを打ち替えて，耐光性の塗料で

塗装するというふうになります。内部工事は，競技場は床を全部撤去して，新たな床に造

り替えます。壁も全て撤去を行い，新設してグラスウールの断熱材を入れるというような

工事になります。そのほか，トイレ改修，多目的トイレ新設，スロープ新設，それで鉄骨

部につきましては，発生状況に応じて防錆塗装等を行うというような内容になります。 

 電気設備なのですけれども，競技場以外，アリーナ以外のところの照明器具はＬＥＤに

変更するというふうになります。競技場につきましては既にＬＥＤ化されておりますので，

それ以外の電気について全てＬＥＤ化するというような工事になります。音響設備も撤去，

新設，自動火災報知機整備，撤去，新設です。機械設備工事に関しましては，換気設備の

撤去，新設ということで，換気扇を省電力化のものに入れ替えるということでございます。 

 衛生器具設備撤去，新設はトイレ関係，節水型のトイレに入れ替えるということになり

ます。給排水設備に関しましてはライフラインの撤去，新設で，空調機は２台の増設とい

うような内容になります。それ以外にも非構造部材の耐震化といたしまして，窓ガラスに



- 14 - 

 

飛散防止フィルム，遮光断熱のフィルムを貼ったり，造作家具等，下駄箱等ですか，そう

いったものは固定するような工事となります。 

 それと，工事中の部活動についてでございますが，旧文小学校，文間小学校，利根小学

校の体育館の使用を検討しております。これは，工事契約後に，業者と学校の先生と具体

的に協議する予定でおります。 

 以上です。 

○議長（大越勇一君） 峯山議員。 

○４番（峯山典明君） 最後の質疑をさせていただきます。 

 体育の授業はいかがでしょうか。全て校庭になるのでしょうか。 

○議長（大越勇一君） 大越学校教育課長。 

○学校教育課長（大越聖之君） 体育の授業は移動してやるということはなかなか難しい

と思いますので，どうしてもグラウンドというふうな形になろうかと思います。これも今

後，先生なんかと協議しながら詰めていきたいというふうに考えております。 

○議長（大越勇一君） 峯山議員の質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 ２番本谷 孝議員。 

○２番（本谷 孝君） 今の御説明を伺ってのところで，質疑をさせていただきます。 

 何点かありますが，まず一つ目，現在の体育館の状況です。これですと，現在この時点

で何か不具合はあったのでしょうか。 

 それから，工事費の出どころです。その費用は，すみません，聞き逃していたらもう１

回お願いしたいのですけれども，この工事費の出どころ，費用は何をもって補うのでしょ

うか。 

 それから，この件につきまして，中学校の保護者の皆さんには丁寧な説明あるいは事情

等の説明は済んでいるのでしょうか。 

 もう一つぐらい行ってもいいですか。期間が３月31日までの工事期間ということなので

すけれども，途中いろいろな行事等，例えば卒業式とかあると思うのですけれども，卒業

式の場合はどちらのほうでされる予定なのでしょうか。その辺質疑させていただきます。 

○議長（大越勇一君） 大越学校教育課長。 

○学校教育課長（大越聖之君） それではお答えいたします。 

 最初の御質疑の不具合という件でございますが，長寿命化計画で利根中学校の屋内運動

場と利根中学校の武道場なのですけれども，劣化状況の調査を行っておりまして，こちら

のほうが，全てではないのですけれども，50点を下回るというふうな結果となっておりま

したので，今回長寿命化工事ということでございます。 

 それと，費用ということでございますが，費用は３月の予算委員会で説明させていただ

いているとは思いますが，国の補助金を頂きまして，国の補助金が算定割合として３分の
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１ということになってございます。この３分の１なのですけれども，３億円の３分の１と

いうことではございませんで，補助対象事業費と配分基礎額のどちらかの少ないほうの額

の３分の１ということになっておりますので，６月の定例会のときに補正でたしか減額さ

せていただいたような記憶があるのですけれども，そちらのほうと一般財源という形にな

ろうかと思います。 

 それと，工事費は，先ほど説明した国の補助金と過疎対策事業債を活用します。 

 あと，卒業式なのですが，利根中学校の屋内運動場長寿命化工事につきましては今現在

は仮契約でございまして，本日議決をいただきました後に本契約となります。その後，施

工業者との打合せを行い，工程等が決まってきますので，今現在，卒業式ができるかどう

かは答弁はできません。しかしながら，体育館が使用できないことも想定されますので，

学校教育課といたしましては，文化センターのほうを予約させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（大越勇一君） 大越課長，保護者の説明会のほうは。 

○学校教育課長（大越聖之君） すみません。保護者の説明会は，特に行っていないと思

います。 

○議長（大越勇一君） 本谷議員。 

○２番（本谷 孝君） ちょっと不安要素が幾つかあったのですけれども，あとこれかな

り大規模な改修工事になると思うのですけれども，今，いろいろな建物を建て替えるとき，

あるいは大規模改修をするときに，私たちの元いた職場もそうなのですけれども，例えば

ですけれども，屋根に太陽光パネルを設置したり，それで電源を賄うみたいな，そういっ

たところをやったりしているのは，結構数年前からあるのです。本庁のこの役場庁舎もそ

うですけれども，やっぱり大規模改修とやるときには，もうちょっといろいろ検討してい

ただいたりというのも必要だったのではないかなというのが気になりました。 

 これ１点でその辺いかがなものか伺いたいのと，あと体育の授業が屋外，いわゆる屋根

のあるところでできないとなると，やっぱり雨あるいは気温が非常に高いときとかあると

思うのです。実際，今，冷暖房，特にいろいろな公共施設で冷房を入れた体育館がかなり

浸透していますけれども，その辺もどうなっているのか，どのような予定なのか，工事の

ほうも併せて伺いたいです。 

 この３点ですか，よろしくお願いします。 

○議長（大越勇一君） 大越学校教育課長。 

○学校教育課長（大越聖之君） 太陽光発電につきましては今回の工事では入っておりま

せんが，そういった環境を考慮したといいますか，そういったことで先ほど申しましたよ

うに，電気設備であったり，換気設備がＬＥＤだったり省電力化に努めたりですとか，衛

生器具も節水型に替えるというようなことは行っております。 

 また，今回，屋根及び壁に断熱材を入れますので，また非構造部材の耐震化ということ
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で，窓ガラスにも遮光断熱のフィルムを貼ったりいたしますので，空調機器は今回２台増

設ということで７台になりますので，そちらのほうは大分効くようになるのかなというふ

うに考えております。 

 体育の授業で，今は本当に異常気象といいますか，そういったことで，暑い日もあると

思いますので，その辺は学校のほうとも協議するしかないと思うのですけれども，生徒の

体調を見ながら，うまくやっていくしかないのかなというふうには考えております。 

○議長（大越勇一君） 本谷 孝議員の質疑が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 まず，反対する議員の発言を許します。 

 ２番本谷 孝議員。 

○２番（本谷 孝君） ２番本谷でございます。ただいまの説明を伺っていまして，気に

なる点が何点かございました。反対の立場で討論させていただきます。 

 まず，一番大切なお子さんをお預けいただいております保護者の皆様への丁寧な説明，

これをまずきちんとやってから，子供たちに安心，それから保護者の皆さんに安心を与え

て，それで計画をお知らせするべきではないかと，このように思いました。 

 それから，これからの体育の授業，これが悪天候，そういった場合，それから異常気象

の影響もありますから，暑い日，こういったときに体育館のほうで授業ができない期間と

いうものがありますので，そこのところをクリアしてもらわないと，なかなか子供たちと

その保護者の方，非常に不安材料が多いのではないかと，このように考えました。 

 気になる点がその２点が一番気になったものですから，反対の立場での討論とさせてい

ただきます。 

○議長（大越勇一君） 次に，賛成する議員の発言を許します。 

 ４番峯山典明議員。 

○４番（峯山典明君） ４番峯山典明です。賛成の立場で述べさせていただきます。 

 私自身も体育館の中で，レクリエーションではなく競技としてスポーツを行っておりま

す。その際，体育館はカーテンを閉め切り，扉も閉め切り，非常に暑くサウナ状態となっ

ております。大変古い体育館で競技をすることは，命に関わるような環境になりつつあり

ます。先ほどの担当課長の答弁にもありました断熱性能を高めるということは喫緊の課題

でもあり，今すぐにでも取り組むべき内容だと私は考えております。 

 本谷議員がおっしゃったように，幾つか課題はあります。そして，改善しなければいけ

ないこともあります。保護者への説明もやらなければいけないと考えます。体育の授業の

問題，そして部活動の文小学校，文間小学校への移動の問題，様々なことがあります。た
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だし，これらを全てクリアできるように，多くの子供たち，保護者の方たちが不満を抱え

ることのないよう，努力していただきたいと思います。 

 体育館の長寿命化計画を行うことによって，新築同様の新しい性能の高い体育館で，部

活動及び体育の授業を行えるようになることはよいことだと考え，私は賛成いたします。 

 以上です。 

○議長（大越勇一君） 次に，反対する議員の発言を許します。 

 次に，賛成する議員の発言を許します。 

 討論を打ち切ります。 

 これから，議案第46号 工事請負契約の締結についてを採決します。 

 採決は，採決システムにより行います。 

 原案を可決することについて，賛成の方は賛成のボタンを，反対の方は反対のボタンを

押してください。 

 それでは投票をお願いします。 

〔投票ボタンを押す〕 

○議長（大越勇一君） 投票を締め切ります。 

 賛成多数です。よって，議案第46号は原案のとおり可決されました。 

 ここで，先ほどの議案第45号の質疑応答の際の答弁について，清水まち未来創造課長よ

り発言を求められておりますので，これを許します。 

 清水まち未来創造課長。 

○まち未来創造課長（清水敬子君） 先ほどの峯山議員の質疑の中で，私，キリンビール

からのビールの銘柄を「春風」と申しましたが，正しくは「晴れ風」です。訂正させてい

ただきます。申し訳ありませんでした。 

                                         

○議長（大越勇一君） 以上で本臨時会の議事日程は全部終了しました。 

 これをもちまして，令和６年第１回利根町議会臨時会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午前１０時５６分閉会 
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